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平成２８年第４回臨時会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成２８年１１月２日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○議長（川野敏夫君） おはようございます。

開会に先立ちまして、さきに行われました歌志内市議会議員補欠選挙において当選の栄誉を

得られました酒井雅勝さんを御紹介いたします。その場で自己紹介をお願いいたします。

○２番（酒井雅勝君） 皆さん、おはようございます。

ただいま御紹介いただきました酒井雅勝でございます。

先日、１０月の２３日に行われました市議会補欠選挙において当選させていただきました。

何分不慣れなものですから、皆さんにはいろいろと御迷惑おかけすることもあると思います

が、一生懸命まちのため市民のため頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（川野敏夫君） ここで、このたび市長に再選となられました村上市長より御挨拶の申

し出がございますので、お受けしたいと思います。

村上市長、御登壇願います。

○市長（村上隆興君） －登壇－

おはようございます。

開会前の貴重な時間を頂戴し、挨拶の機会を与えていただきまことにありがとうございま

す。

私は、このたびの市長選挙におきまして、無投票当選の栄に浴し２期目の市政を担わせてい

ただくことになりました。このことに対し感謝と、その責任の大きさをひしひしと感じている

ところであり、全身全霊を傾けて取り組む覚悟でございます。

これまでの４年間は、財政の健全化を図りながら市民サービスの向上に努めてまいりました

が、本市の財政構造は皆さん御承知のとおり、地方交付税を太宗とする構造に変わりはなく、

安定的かつ持続可能な行財政運営を図るためには思い切った政策を打つことが困難な状況であ

り、財政健全化に重きを置かざるを得ない状況でありました。

しかしながら、議員各位の御理解によりまして財政状況の改善が図られ、財政調整基金など

約２８億円まで確保することができ、財政的にはこの４年間で落ち着きを取り戻せたものと考

えております。今後は、これまで先送りされてきたまちづくりのスピードアップを図ってまい

ります。

昨年度、歌志内市総合計画を策定し、本年度から新しいまちづくりがスタートしておりま

す。総合計画は１０年間の計画でありますが、根幹となる部分については同時期に策定した総

合戦略に基づき、重点プロジェクトとして前期４年間に集中して進めてまいりたいと考えてお

ります。

私が進める市政の原点は、住んでくださっている皆さんを大切にするということでありま

す。住んでいてよかったと思っていただける地域づくりを進めていくため何が必要なのか、何
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をなすべきなのかを常に念頭に置き取り組んでまいりたいと思いますので、議員各位の特段の

御指導・御鞭撻をお願いいたします。

また、このたびの市議会議員補欠選挙で当選されました酒井雅勝議員には、心からお祝いを

申し上げますとともに御活躍を期待しております。

最後になりますが、市政発展のため、議会の皆様のますますの御活躍をお願い申し上げ就任

の御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） ありがとうございました。

（午前１０時０２分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） 改めまして、ただいまから、平成２８年歌志内市議会第４回臨時会を

開会いたします。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

議席の指定

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 議席の指定を議題といたします。

平成２８年１０月２３日執行の歌志内市会議員補欠選挙により当選されました酒井雅勝さん

の議席を、会議規則第３条第２項の規定により、議長において指定いたします。酒井雅勝さん

の議席は、議席番号２番に指定いたします。

酒井雅勝さん議席標をお立てください。

〔議席表配布〕

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に２番酒井雅勝さん、６番本田加津子さん

を指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

この臨時会は、本日１日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。
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諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたします。

この臨時会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案３件、報告２件であります。

次に、議長の報告でございますが、平成２８年第３回定例会以降、昨日までの議会動向につ

きましては、本日別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願います。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記

記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようですので、諸般報告を終わります。

常任委員会委員及び議会運営委員会委員

の選任報告

○議長（川野敏夫君） 日程第５ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任報告であり

ます。

欠員となっておりました行政常任委員会委員及び議会運営委員会委員に、委員会条例第７条

の規定により、酒井雅勝さんを議長より指名しておりますので報告いたします。

報 告 第 １ ４ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第６ 報告第１４号専決処分の報告についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

報告第１４号専決処分の報告について御報告申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告するものでございます。

専決処分の理由は、平成２８年８月３０日発生の倒木による家屋損害事故について、事故の

原因が本市にあることから、当該損害箇所の修繕工事費の全額を市が支払うことで示談を締結

したので、昭和６３年６月２２日議決の市長専決処分事項の指定により専決処分したものであ

ります。

次ページに参ります。

専決処分書。
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地方自治法第１８０条第１項の規定により、別記のとおり専決処分する。

１、損害賠償専決処分書。

次ページに参ります。

損害賠償専決処分書。

１、損害賠償額４万１,０４０円。

損害賠償の内訳。修繕工事費４万１,０４０円。

２、事故発生日時及び場所。

平成２８年８月３０日火曜日、午後１１時４０分頃。

歌志内市字神威３７番地８。

３、損害賠償の相手方。

歌志内市字神威３７番地８、冨樫文夫。

４、事故の発生状況及び原因。

上記日時、場所において、市所有の旧歌志内中学校付近の土地（字神威４３番地）の立木が

折れ、隣接地に所在する相手方の家屋側に倒れて屋根の一部を破損させたものでございます。

なお、事故の原因は、同日夜間に発生した強風で折れた立木が斜面に沿って倒れ込み、先端

部分が家屋の軒天に衝突したことによるものでございます。

５、損害賠償について。

本市が管理する土地の倒木による被害であったことから、修繕工事費を全額支払うことで合

意したので、平成２８年９月１３日に示談を締結いたしました。

次ページの示談書につきましては、説明を省略させていただきます。

なお、損害賠償額４万１,０４０円につきましては、原因が天災に当たるものとして、市が

加入しています市民総合賠償補償保険の適用外であったため、予備費を充用して処理しており

ます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで、報告第１４号は報告済みといたします。

報 告 第 １ ５ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第７ 報告第１５号専決処分の報告についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

報告第１５号専決処分の報告について御報告申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告するものでございます。

専決処分の理由は、平成２８年７月１日の道道赤平奈井江線における公用車（観光バス）の

接触事故に係る対人損害について、事故の原因が本市にあることから、相手方の治療費、通院

交通費等の全額を市が支払うことで示談を締結したので、昭和６３年６月２２日議決の市長専
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決処分事項の指定により専決処分したものであります。

次ページに参ります。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、別記のとおり専決処分する。

１、損害賠償専決処分書。

次ページに参ります。

損害賠償専決処分書。

１、損害賠償額１８万６,０１０円。

損害賠償の内訳。治療費１４万９,３５０円。通院交通費２,５２０円、文書料５４０円、慰

謝料３万３,６００円。

２、事故発生日時及び場所。

平成２８年７月１日金曜日、午後３時１０分頃。

歌志内市字東光１番地３、東光児童館付近道道赤平奈井江線上。

３、損害賠償の相手方。

歌志内市字文珠９５番地２８、西川清美。

４、事故の発生状況及び原因。

上記日時、場所において、公用車（観光バス）がプール学習を終えた小学生を赤平市から学

校に送り届けるため、小学校前の市道に進入しようと徐行による左折を始めたとき、添乗員か

ら自転車が来ていると告げられ、すぐにブレーキをかけ停車したが、当該公用車の左後方から

自転車で走行してきた相手方と接触し、転倒により負傷させたものでございます。

なお、事故の原因は、運転手及び添乗員の左折時における巻き込み確認が遅れたことによる

ものでございます。

５、損害賠償について。

本市の加入する全国市有物件災害共済会において手続が行われ、運転手及び添乗員の左折時

における巻き込み確認の遅れにより起きた接触事故であることから、自動車損害賠償責任保険

基準により、治療費、通院交通費等を全額支払うことで合意したので、平成２８年１０月１２

日に示談を締結いたしました。

次ページの示談書につきましては、説明を省略させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで、報告第１５号は報告済みといたします。

議 案 第 ５ ５ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 議案第５５号副市長の選任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第５５号副市長の選任について御提案申し上げます。

下記の者を副市長に選任したいので、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求
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めるものでございます。

記。

住所、歌志内市字文珠１５８番地３６。

氏名、岩﨑雄逸。

生年月日、昭和３３年１２月２４日。

提案理由は、副市長岩﨑雄逸氏が平成２８年１１月８日をもって任期満了となるため、再任

しようとするものでございます。任期は４年間でございます。

次のページをお開き願います。

岩﨑雄逸氏の略歴でございますが、再任でございますので、説明は省略させていただきま

す。

以上でございますので、御同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５５号は、これに同意することに決定いたしました。

ここで、ただいま選任同意されました岩﨑副市長から挨拶をいただくため暫時休憩いたしま

す。

午前１０時１９分 休憩

○議長（川野敏夫君） ただいま副市長に選任同意されました岩﨑副市長より御挨拶を受けた

いと思います。

岩﨑副市長、御登壇願います。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

おはようございます。

このたび副市長の選任の御同意を賜り、まことにありがとうございます。

歌志内市は、現在、新たなまちづくりに向けた綜合計画がスタートしておりますが、この計

画の前期４年間が将来の歌志内市の方向性を決める大切な時期であります。

村上市長の市政運営の原点は、歌志内に住んでいる皆さんをまず大切にすることでありま

す。市長の政策実現のため、私は、よき補佐役となり全職員が心を一つに、各種事業に取り組

めるよう、その環境づくりにより一層努めてまいりたいと考えております。

そのためにも、議員の皆様、市民の皆様からの御指導御鞭撻を心よりお願い申し上げ、簡単

粗辞ではございますが選任の御挨拶といたします。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（川野敏夫君） ありがとうございました。

以上で、副市長選任同意の御挨拶を終わります。
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午前１０時２１分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて会議を再開いたします。

議 案 第 ５ ６ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第９ 議案第５６号教育委員会教育長の任命についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第５６号教育委員会教育長の任命について御提案申し上げます。

下記の者を教育委員会の教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

記。

住所、歌志内市字神威２７３番地１。

氏名、森塚勝敏。

生年月日、昭和２７年１２月９日。

提案理由は、教育委員会委員森塚勝敏氏が平成２８年１１月３０日をもって任期満了となる

ため、同氏を新教育委員会制度に基づく教育長として任命しようとするものでございます。任

期は３年間でございます。

次のページをお開き願います。

森塚勝敏氏の略歴でございますが、説明は省略させていただきます。

以上でございますので、御同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５６号は、これに同意することに決定いたしました。

ここで、教育長に任命同意されました森塚教育長から挨拶をいただくため暫時休憩いたしま

す。

午前１０時２４分 休憩

○議長（川野敏夫君） ただいま教育長に任命同意されました森塚教育長より御挨拶を受けた

いと思います。

森塚教育長、御登壇願います。

○教育長（森塚勝敏君） －登壇－
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おはようございます。

一言お礼と御挨拶を申し上げます。

今ほど、私の任期満了に伴いまして、議員の皆様に教育長任命の御同意をいただきましたこ

とに厚くお礼を申し上げます。

現在、急激な社会変化に伴い人口減少、少子高齢化、グローバル化、高度情報処理化の中

で、教育界は、国、道教委を初め各教育委員会は多くの課題を抱え、そのために大きな教育改

革が進められております。

歌志内市の教育におきましても、本年度より１０年間の歌志内市総合計画に基づき、豊かな

心を育む教育と文化のまちづくりにおける幼児教育の推進、学校教育の推進、社会教育の推

進、芸術・文化・スポーツの振興のために全力で邁進していくことをお誓い申し上げます。

どうぞ議員の皆様の御指導、御助言、御協力を賜りますよう簡単粗辞ではございますが、ど

うかよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） ありがとうございました。

以上で、教育長任命同意の御挨拶を終わります。

午前１０時２７分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて会議を再開いたします。

議 案 第 ５ ７ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１０ 議案第５７号教育委員会委員の任命についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第５７号教育委員会委員の任命について御提案申し上げます。

下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

記。

住所、歌志内市字本町７３番地３０。

氏名、幕田京人。

生年月日、昭和３３年４月３日。

提案理由は、教育委員会委員幕田京人氏が平成２８年１１月９日をもって任期満了となるた

め、再任しようとするものでございます。任期は４年間でございます。

次のページをお開き願います。

幕田京人氏の略歴でございますが、再任でございますので説明は省略させていただきます。

以上でございますので、御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５７号は、これに同意することに決定いたしました。

ここで、ただいま教育委員に任命同意されました幕田委員から御挨拶をいただくため、暫時

休憩いたします。

午前１０時３０分 休憩

○議長（川野敏夫君） ただいま教育委員に任命同意されました幕田委員より御挨拶を受けた

いと思います。

幕田委員、御登壇願います。

○教育委員（幕田京人君） －登壇－

おはようございます。

議会中の貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。

先ほど本会議におきまして、私の教育委員再任についての御同意を賜り、心からお礼を申し

上げる次第でございます。ありがとうございます。また、その重責を感じ身の引き締しまる思

いでございます。

さて、全国的には学力体力の向上対策、いじめや不登校の問題など、教育環境を取り巻く数

多くの課題が山積みされております。また、近年は少子高齢化が急速に進み、本市におきまし

ても少子化は著しく年々児童生徒数の減少が顕著であります。

このような中、本市におきましては安全安心なまちづくりを目指し、幼稚園や小学校、中学

校が一体となり、さらには地域社会が一体となり次代を担う子供たちを支え、育てていくこと

が必要と考えられます。

教職員の一層の努力はもとより、各御家庭の協力や地域の方々の御理解、御支援が必要不可

欠であると思っております。

このたびの再任に当たりまして、子供たちの健やかな成長のため、教育推進のため、微力で

はございますが、引き続き皆様の御指導御支援をいただきながら職責を全うしてまいる所存で

ございます。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。ありがとうござい

ました。

○議長（川野敏夫君） ありがとうございました。

以上で教育委員任命同意の御挨拶を終わります。

午前１０時３３分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて会議を再開いたします。

閉 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

これをもちまして、平成２８年歌志内市議会第４回臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。
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（午前１０時３４分 閉会）

上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 川 野 敏 夫

署名議員 酒 井 雅 勝

署名議員 本 田 加 津 子


